
口蹄疫からの復興支援対策等を求める意見書

今回の口蹄疫の発生は、殺処分された家畜が約２９万頭を数え、農畜産業のみなら
ず、観光や物産、流通等あらゆる分野に甚大な被害を与えており、経済活動の停滞や
雇用、環境対策等、今後対応していかなければならない様々な課題を生じさせている。
よって、国においては、口蹄疫対策特別措置法が施行されたところであるが、口蹄

疫の発生によって生じている様々な損失等を早急に回復するとともに、国家的な危機
管理として口蹄疫対策の一層の充実を図るため、下記の事項を強く求めるものである。

記

１ 本県が口蹄疫対策特別措置法第２３条に基づく基金を設置する際には、地域経済
の再建や活性化の取り組みを円滑かつ継続的に実施することができるよう、その造
成に対する十分な財政支援を遅滞なく行うこと。

２ 甚大な被害を受けた様々な産業の復興対策について、全面的な支援策を早急に講
じること。

３ 被害を受けた農家の経営再開には、様々な支援策が講じられているが、多額の経
費と長期の年月を要することから、更なる補償や雇用を含む十分な支援を行うこと。
また、出荷遅延等の間接的被害を受けた農家に対しても十分な支援を行うこと。

４ 口蹄疫発生地域においては過去に例のない規模で家畜の埋却処分が行われ、今後
埋却地の継続的な管理が必要となることから、埋却地の環境対策等に必要な支援を
行うこと。

５ 家畜伝染病のまん延防止は本来国の責務であることに鑑み、地方自治体や関係団
体が自主的に行った対策については、その費用の全額を国費で措置すること。

６ ウイルス侵入経路の解明を徹底的に行い、抜本的な予防策を早急に講じること。

７ 口蹄疫の病性鑑定については、現行のPCR検査に加えて、簡易検査キットの実用化
を図るなど、簡易な診断方法を早急に確立すること。

８ 今回の防疫体制を十分に検証し、迅速な初動防疫体制を確保するとともに、国に
よる十分な補償が行えるよう、家畜伝染病予防法の抜本的な改正を早期に行うこと。

以上 地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。
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